
対物価高騰の影響を受けている以下の世帯
　①子育て世帯：中学生以下の子を扶養する世帯
　②若年夫婦世帯：申請日の時点で夫婦の年齢を合計し
て満80歳以下の夫婦世帯

■多世代同居等新築住宅取得支援事業
　住宅を新築か建売住宅を購入して親世帯と
同居か近居する場合の新築住宅の取得を
支援します。
補助額　30万円（定額）／対象世帯　
対象物件　次の全てに該当するもの
・ 新築住宅（マンションを含む。）
・ 令和５年４月１日以降に契約して令和９年３月31日ま
　でに取得予定の住宅
・ 延べ床面積が75㎡以上のもの
・ 対象世帯が親世帯と同居又は近居（同一小学校区又は
直線距離で２km以内）し、 定住するための住宅である
こと

・ 土砂災害特別警戒区域内に所在しないもの
※住宅取得（保存登記）前の申請が必要で
す。 申請前に必ず相談してください。
■子育て世帯等中古住宅取得支援事業
　中古住宅の購入や、 相続等により取得した
中古住宅の改修を支援します。
補助額　　
・ 市内在住者：対象経費の２分の１
　（上限30万円）
・ 移住希望者：対象経費の２分の１（上限50万円）
※親世帯と同居か、 近居の場合は10万円加算。
対象物件　次の全てに該当するもの
・ 一戸建ての中古住宅で、延べ床面積が75㎡以上のもの
・ ３カ月以上居住されていないもの
・ 新耐震基準相当の耐震性を有するもの
・ 土砂災害特別警戒区域内に所在しないもの
※住宅購入・改修前の申請が必要です。
【共通事項】
※その他条件があります。 詳しくは市HP
をご覧ください。
※この補助金と併用することで、 （独）住宅
金融支援機構【フラット35】の借入金利
を一定期間引き下げることができます
（詳しくは、 （独）住宅金融支援機構HPをご覧ください。）
問まちづくり推進課（☎0848-38-9347）

▲多世代同居等新築
　住宅取得支援事業

▲子育て世帯等中古
　住宅取得支援事業
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補 助 金 情 報

対次の①②を満たす人
①補助対象地域内で自己居住用の専用住宅（併用住宅等
も含む）に小型浄化槽（10人槽以下）を設置する人
②工事が令和９年２月15日㈪までに終了すること
※公共下水道事業計画区域、 漁業集落排水・農業集落排
水区域、 団地等で共同の処理施設があり生活排水を処
理している区域は補助の対象外。
■補助限度額
※補助対象工事と比較していずれか低い額を補助。

（*）市内で合併浄化槽の戸建て住宅に居住する人が新築する場合、
浄化槽の設置された住宅を建て替えする場合、 既設浄化槽の更
新・改築の場合は除く。

※次の事項に該当する場合は、 補助金交付の対象外です。
・ 市税や下水道事業受益者負担金等を滞納している場合
・ 該当工事が、 排水設備等の計画の確認を受けていない
　場合
・ 事業計画区域外から公共下水道に接続しようとする
　場合
・ 公共下水道に接続している既設の排水設備の改築と
　増築工事を施工する場合
申 問上下水道局経営総務課（☎0848-29-3411）

▲【フラット35】
　地域連携型HP

補助額
排水設備工事の完了時 限度額

100,000円

65,000円

50,000円

255,000円

100,000円

供用開始日から１年以内に
工事（先行接続工事を含む）を完了したとき
供用開始日から１年経過後２年以内に
工事を完了したとき
供用開始日から２年経過後３年以内に
工事を完了したとき

生活扶助世帯

供用開始日から３年以内にくみ取り便所を撤去して
工事を完了したとき（上記の各補助額に上乗せ）

区 分 ５人槽 ７人槽 10人槽
①改築（単独処理浄化槽・汲取
り便槽から転換）
※同一敷地内での転換に限る
（既存住宅の建て替えに伴う
場合も含む）。

②上記以外
　（新設する場合）（*）

332,000円 414,000円 548,000円

166,000円 207,000円 274,000円

子育て世帯・若年夫婦の住宅購入・
改修の補助

個人・世帯向け

小型浄化槽の設置を補助

　公共下水道の供用開始から３年以内に行う接続工事に
対し、 工事費の一部を補助します。
【主な対象地域】
　栗原西一丁目、 山波町浜田、 新浜一丁目、 天満町
※順次整備（工事）を行っていますので、 対象地域内で
も、 未供用区域や供用開始から４年以上経過した区域
があります。

公共下水道への接続を補助

問上下水道局下水道課（☎0848-29-7010）

工事内容 補助額

宅内配管工事
既設の住宅等に設置されたものの転換 330,000円
新築と同様の増改築・建替えの場合 150,000円

単独処理浄化槽の完全撤去 150,000円

120,000円汲み取り便槽の完全撤去

既存設備の撤去に必
要な工事（浄化槽設置
にあたり撤去が必要
で、 同一敷地内に設置
する場合に限る）

■上記区分①の人が次の工事を行う場合、 補助額を加算し
　ます。

https://www.city.onomichi.hiroshima.jp/site/onohug/62304.html
https://www.city.onomichi.hiroshima.jp/site/onohug/24764.html
https://www.simulation.jhf.go.jp/flat35/flat35kosodate/index.php/Organizations_tree/execute/342050
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　市が信用保証料の半額を負担することで、 信用保証協
会より低い料率を設定している融資制度です。
対市内に事業所を有し、１年以上引き続き事業を営む、 
納税成績良好な中小企業者または事業協同組合等
融資制度の種類(令和８年4月1日現在)

生産性向上枠：生産性向上に資する設
備やシステムの導入に要する経費の
２分の１（上限250万円）

申請　４月下旬～５月初旬受付開始 
■建物の改修経費に対する補助
締令和９年１月29日㈮※予算がなくなり次第終了。
令和９年２月26日㈮までに創業（開業）し、 実績報告を
行うことが必要です。
◆市内で新たに創業する人（創業支援補助金）
対主な要件は次のとおり
①市内に新たに事業所を設置しようとしている新規創業
者（本人か親族所有の建物の場合を除く。）

②特定創業支援等事業（※）を受けた証明書を有すること
③創業資金融資で事業所開設の設備資金を対象とする融
資を受ける事業であること
補助額　建物の改修か修繕に要する経費の２分の１以内
（上限50万円）

◆移住して創業する人（開業支援補助金）
内広島県外で１年以上事業経営を行っており、 尾道市に
移住して１年未満の事業者が、 市内で新たに事業所を
開設するための、 建物の改修経費を助成。
補助額　建物の改修か修繕に要する
　経費の２分の１以内（上限50万円）

◆若手創業者等応援給付金
対上記補助金の交付対象者のうち、 尾道市転入直前に広
島県外に１年以上居住しており、 申請日時点で、 転入
から１年を経過していない、 39歳以下の人
補助額　一律20万円

■創業資金融資の利子に対する補助
対次の①～③を満たす事業者
①市内に事業所を有している
②㈱日本政策金融公庫の創業に係る資金、
 　広島県制度融資の創業支援資金の融資を
　受けて１年以内に創業した場合か、 創業後
　１年以内に融資を受けた場合
③納税成績が良好
補助額　融資の当初２年間の支払利子相当額
　（年間の上限30万円。 １事業者につき１回限り。）
適用期間　令和９年３月31日までの融資実行分を対象
※融資実行日から60日以内に申請。

▼職場環境改善と生産性向上のた
めの設備導入費用等を助成

　人手不足、 物価高騰の影響を受ける市内企業の新たな
事業展開、 賃上げ環境の整備を支援するため、 職場環境
の改善と生産性向上に資する設備投資等の取組みに必要
な経費の一部を補助します 。
　詳しくはHPをご覧ください。 （予算がなくなり次第、
受付終了）
補助額　職場環境整備枠：職場環境改善に資する環境整備
に要する経費の２分の１（上限250万円）

▼創業支援 申 問商工課（☎0848-38-9182）
事業者向け

▼中小企業融資制度

　次の地域の空き家バンクに登録している
物件を取得し、 新たに年度内に創業するた
めに必要な改修費用の一部を補助します。
補助額　建物の改修か修繕に要する経費の
　３分の２（上限30万円）
対次の対象区域で、 空き家バンクに登録している物件
【町全域】
　西土堂町、 東土堂町、 長江一丁目、 長江二丁目、 西久
保町、 東久保町、 三軒家町、 御調町、 因島各町、 原田
町、 木ノ庄町木梨・市原

【車が入れない路地に面した区域】
　東御所町、 土堂一丁目、 土堂二丁目、 十四日元町、 久
保一丁目、 久保二丁目、 久保三丁目、 尾崎本町

※その他要件がありますので、 詳しくはお問い合わせく
ださい。

締令和９年1月29日㈮※予算がなくなり次第、 受付終了。  
申 問まちづくり推進課（☎0848-38-9347）

▼空き家改修（新規創業）支援事業補助金

資金の種類
運転資金

普通貸付 小口貸付
設備資金

融資限度額 会社・個人
事業協同組合等

1500万円
1800万円

会社・個人
事業協同組合等

2500万円
2800万円

会社・個人
500万円

融資期間 10年以内（うち据置６カ月以内）

信用保証料率
所定の信用保証料率0.45％～1.9％うち

本人負担分0.225％～0.95％
※所定の料率から本人負担分へ引き下げた半額部分は市が負担。

10年以内（うち据置１年以内）

融資利率 年2.1%以下
(1.7%以下)

短期年1.9%以下
(1.5%以下)

長期年2.1%以下
(1.7%以下)

短期年1.8%以下
(1.4%以下)

長期年2.1%以下
(1.7%以下)

※普通貸付と小口貸付を併用する場合は、 普通貸付の融
資限度額内とする。
※融資利率のカッコ内の利率は、 広島県信用保証協会の
保証付きの場合に適用する。
※短期とは１年以内を、 長期とは１年を超える融資期間
内をいう。
※担保・保証人などは、 取扱金融機関または広島県信用
保証協会所定の方法による。

申 問商工課（☎0848-38-9182）
　市内金融機関、 尾道商工会議所（☎0848-22-2165）
　因島商工会議所（☎0845-22-2211）
　尾道しまなみ商工会（☎0848-44-3005） 
　尾道しまなみ商工会御調支所（☎0848-76-0282）
　尾道しまなみ商工会瀬戸田支所（☎0845-27-2008）

▲市HP

▲市HP

▲創業支援補助金 ▲（※）特定創業支援等事業

▲開業支援補助金

▲創業資金利子
補給金

https://www.city.onomichi.hiroshima.jp/soshiki/26/11925.html
https://www.city.onomichi.hiroshima.jp/soshiki/26/2454.html
https://www.city.onomichi.hiroshima.jp/soshiki/26/37641.html
https://www.city.onomichi.hiroshima.jp/soshiki/26/2447.html
https://www.city.onomichi.hiroshima.jp/soshiki/26/87392.html
https://www.city.onomichi.hiroshima.jp/soshiki/33/79848.html
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くらしの窓 市からのお知らせ

令和８年度固定資産税・都市
計画税納税通知書の発送と
納期限

　納税通知書と課税明細書を、 ５
月中旬に発送します。 家屋の新築、 
増築、 取り壊し、 用途変更、 土地の
利用状況（地目・用途など）の変更、 
転居、 その他の異動がありました
ら、 電話か同封のはがきでお知ら
せください。
※国の政策に基づく税務システム
の標準化に伴い、 納税通知書・課
税明細書は標準様式に変更にな
ります。 これにより、 用紙サイ
ズや項目の表示なども変更され
ます。
■納期限　第１期　 ６月１日㈪
　　　　　第２期　 ７月31日㈮
　　　　　第３期　 ９月30日㈬
　　　　　第４期　12月25日㈮
問資産税課
　（☎0848-38-9162・
　0848-38-9164）
　因島瀬戸田資産税係（因島総合支
所内☎0845-26-6228）

　有害鳥獣による農作物被害やイノシシ等の市街地
出没による人身被害を防ぐため、 防護さく等の購入を
助成します。 （それぞれ１年度１回まで）
■農林業者対象
対象種目　防護さく（トタン・溶接金網・金網さく（ロ
ール状を含む））、 電気さく、防鳥ネット、 捕獲わな
（箱わな・囲いわな）※工事費は除く。
対市内に農林地を有する農林業者
補助額　
個人：補助対象費用の3分の1（上限6万円）
共同（法人か2戸以上の農林業者において、 隣接する
2筆以上の農地を囲む場合）：補助対象費用の２分の
１（上限13万円）
■非農林業者対象
対象種目　防護さく（溶接金網）※工事費は除く。
対町内会等非農林業者で組織する団体で、 次の全てを
満たすもの。
①人その他財産に関する被害を受けている10戸以上
の者で構成していること
②団体等の主催で出前講座開催により有害鳥獣対策

鳥獣防護さく等設置事業補助金
（上限額が変わります）

地域づくり を学習すること
③防護さくの継続的管理ができること
補助額　対象経費相当額（上限18万円）
※詳しくはお問い合わせください。
問農林水産課（☎0848-38-9473）
　御調支所まちおこし課（☎0848-76-2922）
　向島支所しまおこし課（☎0848-44-0112）
　因島総合支所しまおこし課（☎0845-26-6212）
　瀬戸田支所しまおこし課（☎0845-27-2212）

　市民の皆さんによる自主的で公益性のあるまちづくり活
動に対して、 補助金を交付し支援します。
◆市民活動団体部門：市内に居住または通勤・通学して
いる５人以上で構成されている団体
◆地域コミュニティ部門：町内会・区長会等の住民自治組
織や地区社会福祉協議会などの団体
補助額　対象経費の３分の２以内
　（上限額初回50万円、 ２年目以降は30万円）
※最長３年まで。
締５月15日㈮
※審査会による審査あり。
※詳しくはお問い合わせください。
申 問政策企画課（☎0848-38-9435）

市民活動支援事業で
まちづくり活動をサポートします

補 助 金 情 報

▲市HP

忘れていませんか？新しい会
社の健康保険に入ったら、 国民
健康保険をやめる手続きを！

　国民健康保険の方が、 就職や扶
養に入ったなど会社の保険に入っ
たら、 国民健康保険をやめる手続
きをする必要があります。
　手続きを忘れていると、 国民健
康保険料はかかり続けます。 保険
料を支払わないと、 給与や預貯金
等を差し押えられる可能性もあり
ます。
　国民健康保険をやめる手続きは、
マイナンバーカードがあれば、 窓
口に行かなくてもスマホやパソコ
ンで電子申請ができます。
　電子申請ができる手続きは順次
広がっていますので、 確認してみ
てください。
問保険年金課
　（☎0848-38-9142）

金曜日は午後７時まで市民課
関係窓口を時間延長します
場本庁市民課
　因島総合支所市民生活課
内各種証明書（戸籍・住民票・印鑑
証明・所得証明）の発行、 パスポ
ートの受け取りなど
※住所変更、 パスポートの申請は
できません。

問市民課（☎0848-38-9102）
　因島総合支所市民生活課
　（☎0845-26-6208）
※所得に関する証明については、
事前に担当課へご確認くださ
い。

問収納課
　（☎0848-38-9172）
　因島瀬戸田市民税係
　（☎0845-26-6227）

▲電子申請

https://www.city.onomichi.hiroshima.jp/soshiki/2/70125.html
https://apply.e-tumo.jp/city-onomichi-hiroshima-u/offer/offerList_initDisplay
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